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「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群及び「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造 

船、石炭産業」関連施設周遊カードラリー企画運営業務委託にかかる公募型プロポーザル 

実施要領 

 

１ 業務の目的 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会では、平成 30 年度より毎年 7月の「海の日」

に合わせて、本遺産群の構成資産やガイダンス施設、周辺の観光施設への来訪促進を目的としたイベン

トを開催している。これまでの取組として、「明治日本の産業革命遺産」と連携した「クイズラリー企画」

（令和 4 年度）や、「カードラリー企画」（令和 5年度及び令和 6年度）を実施してきた。 

 本業務は、これまでの実績を踏まえたカードラリーを実施し、本県に所在する２つの世界遺産（「『神

宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」と「明治日本の産業革命遺産」）への周遊を促すことを目的とする。 

 実施にあたっては、従来のカードラリー形式を継続しつつも、単なるカードの収集にとどまらず、各

地点で得られる情報や体験が参加者のさらなる学習意欲へとつながる工夫を行う。これにより、各資産

の歴史的・文化的価値、さらには世界遺産としての普遍的価値を継続的に学びたいと思う契機を提供す

るイベントとする。 

 具体的には、令和８年７月２０日（海の日）から１０月４日（日）にかけて、構成資産等への来訪及

び広域周遊を促進するカードラリーを企画・運営するとともに、関連情報を集約した特設サイトの構築

等を行う。あわせて、イベント終了後も参加者が世界遺産への興味関心を持続させ、継続的に学びを深

められる仕組みを構築するものとする。 

 

２ 実施主体 

  ・神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 

（構成団体：福岡県、宗像市、福津市、宗像大社） 

・「明治日本の産業革命遺産」福岡県世界遺産連絡会議 

 （構成団体：福岡県、北九州市、大牟田市、中間市） 

 

３ 委託業務の概要 

（１） 委託業務の名称 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群及び「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石

炭産業」関連施設周遊カードラリー企画運営業務 

（２）業務内容 

別添「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」及び「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造

船、石炭産業」関連施設周遊カードラリー企画運営業務仕様書（以下、「委託業務仕様書」という。）」

のとおり。 

（３）契約期間 

    契約締結の日から令和８年１０月３０日（金）まで 

 

４ 業務に要する費用 

  ４，５００，０００円（消費税および地方消費税を含む）以内 
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５ 参加資格 

  次に掲げる条件のすべてに該当する者とする。 

（１）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基 

盤を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4（一般競争入札の参加者資格）が

規定する者に該当しないこと。 

（３）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成 26 年 2 月 17 日 25 総セ第 

22850 号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中の者ではないこと。 

（４）福岡県暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者で

はないこと。 

 

６ 参加申込 

 本公募型プロポーザルに参加を希望する場合は、参加申込書（様式１）に記入し下記のとおり提出

すること。 

（１）提出期限 

令和８年４月２４日（金）正午まで 

（２）提出方法 

本実施要領に記載しているFAX番号若しくはメールアドレス宛に参加申込書を送信して提出する

とともに、受付確認のための電話をすること。 

 

７ 企画提案書提出期限及び提出先 

（１）提出期限 

令和８年５月１１日（月）正午まで（必着） 

（２） 提出先 

福岡県市町村・地域振興部文化局九博・世界遺産・文化施設課内 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会事務局 

〒812-8577 福岡市博多区東公園 7番 7号 南棟８階 

（３） 提出方法 

郵送もしくは持参 

（４） 注意事項 

ア  提出期限を過ぎた場合は受付できない。 

イ 郵送による提出の場合は、提出期限までに必着とする。 

 

８ 仕様書及び本実施要領に関する質問の受付等 

  仕様書及び本実施要領に関する質問がある場合は、質問書（様式２）に必要事項を記入し下記のと

おり提出すること。なお、電話による質問は一切受け付けない。 

（１）受付期間 

令和８年４月１０日（金）から令和８年４月２１日（火）正午までとする。なお、受付期間外の

質問については一切受け付けない。 

（２）提出方法 
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本実施要領に記載しているFAX番号若しくはメールアドレス宛に質問書を送信して提出するとと

もに、受付確認のための電話をすること。 

（３）回答方法 

令和８年４月２２日（水）までに、福岡県ホームページに掲載する。 

ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接にかかわるものについては、当

該質問者に対してのみ回答する。 

 

９ 企画提案書の作成方法等 

提案対象となる業務内容について、下記（１）から（４）の事項を記載すること。 

（１） 提案事業者の概要 

ア 提案事業者の組織体制、事業内容等 

イ 業務を受注するにあたってのセールスポイント 

ウ 国又は地方公共団体の受注業務等実績（特に当該事業に類似した事業） 

（２） 業務全体の概要 

    業務全体の運営管理、業務実施体制 

（３） 業務内容の詳細 

別添「業務委託仕様書」の項目に対する以下の企画案及びデザイン案 

（ⅰ）周遊カードラリーの企画案 

 コンセプト 

 周遊カードラリーのタイトル 

 イベント終了後も参加者が SNS 等を通じて継続的な情報受信者となり、再訪やさらなる

学習へと向かうための具体的な仕組み（フォローアップ施策） 

 参加者同士の交流を促す仕組みの具体案 

（ⅱ）周遊カードラリーに使用するカードのデザイン案 

（ⅲ）プロモーション 

 デジタルプロモーション（SNS 広告等）の具体的な実施手法、ターゲット設定、及び目

標到達数（KPI）。 

 ポスター・チラシのデザイン案 

（ⅳ）ポスター・チラシのデザイン案 

（ⅴ）特設サイトのサイトマップ案、デザインの工夫（スマートフォン閲覧への最適化等）。 

（ⅵ）実施効果の測定・分析手法 

 参加者の属性、周遊動態、学習効果（満足度や理解度の変化）を測定するための具体的

なデータ収集手法及び分析スキーム。 

（４） 所要経費 

「業務委託仕様書」に基づく業務全体の費用及び積算の内訳（消費税及び地方消費税の額（10％

とする）を明示） 

（５） 企画提案書の様式 

Ａ４版片面印刷で作成。表紙には、業務の名称、提出年月日を記載。 

（６） 提出部数 

ア １０部（正本１部、副本９部）ただし、副本は複写可。 
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イ 提案書データ（PDF）※提出先は、１３ 問い合わせ先を参照 

（７） その他 

ア 提出された企画提案書等は委託先の選考のみに使用する。 

イ 企画提案書の作成に要した費用、その他参加に要した費用については企画提案事業者の負担と 

する。 

ウ 本要領に示したプロポーザル参加資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の提出した企

画提案書は無効とする。 

エ 企画提案書の内容をそのまま委託業務として採用することを了承するものではない。 

オ 提出された企画提案書等は、理由の如何を問わず返却しない。 

 

１０ 委託先の選考 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会（以下、「本協議会」という。）及び「明

治日本の産業革命遺産」福岡県世界遺産連絡会議（以下、「連絡会議という。」）に設置する「神宿る

島」宗像・沖ノ島と関連遺産群及び「明治日本の産業革命遺産」関連施設周遊プログラム企画運営

業務受託候補者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）」において、企画提案書の内容を総合的

に審査し、最も優秀な提案を行った事業者を受託候補者とし、審査の結果は令和８年５月２２日（金）

までに通知する。 

（１）選考にあたって、提案書の内容に関しヒアリング等を行う場合がある。 

（２）受託事業者が契約を辞退する場合、又は審査後に失格となることが判明した場合、次点の者を

繰り上げる。 

（３）企画提案者が 1者のみの場合であっても、選定委員会で審査の上、受託候補者を決定する。 

 

１１ 委託契約について 

（１）選定委員会で選定された事業者と委託契約を締結する。なお、委託契約締結に係る費用は受注

者の負担とする。 

（２）委託契約にあたっては、提案内容をもとに両者協議の上、最終の仕様を決定する。 

（３）契約金額については、提出された提案書の評価を行い、受託候補者を選定した後、その候補者

に対し、改めて見積書提出の依頼を行い決定する。 

（４）委託契約にあたっては、福岡県財務規則第 169 条の規定により、「当初委託契約額（消費税込）」

の 100 分の 10 以上の金額の契約保証金を本協議会に納付する。なお、この契約保証金は契約

が支障なく履行されたときは、委託契約期間終了時に全額返還する。 

また、本協議会を被保険者とする履行保証保険契約を保険会社と締結された場合や、過去 2

年以内に福岡県もしくは他の地方公共団体と同種及び同規模の契約を数回以上にわたり締結

し、これを全て誠実に履行した場合などは、契約保証金が減免される場合がある。 

（５）委託料は、事業の実施に必要なすべての経費（人件費、旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製

本費、賃借料、謝金、保険料等）を含むものとし、原則として領収書等で確認できるものを対

象とする。ただし、受注者による会合や飲食費、委託業務とは直接関係ない経費や、備品購入

など財産取得となる経費は対象外とする。 

 

１２ 提案の無効 
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   次の各号のいずれかに該当する場合、当該提案者を失格とし、その提案は無効とする。 

（１）本実施要領「５.参加資格」の参加資格要件を満たさない者が提案・応募したとき。 

（２）法令の規定若しくは提案・応募に関する条件に違反、又は違反が発覚したとき。 

（３）応募時又は応募後に不正行為をしたとき。 

（４）虚偽記載又は契約締結の見込みがないと認められるとき。 

（５）その他、提示した事項及び本件に関する条件に違反したとき。 

 

１３ 問い合わせ先 

福岡県市町村・地域振興部文化局九博・世界遺産・文化施設課内 

   「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会事務局 

   電話：092‐643‐3162 

   FAX ：092‐643‐3163 

   メール：sekaiisan@pref.fukuoka.lg.jp 


